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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２６年９月３０日（火） ０５時４０分ごろ 

発生場所 熊本県長洲町長洲港北西方沖 

 長洲港北防波堤灯台から真方位３００°６,７００ｍ付近 

（概位 北緯３２°５７.２′ 東経１３０°２２.６′） 

事故調査の経過 平成２６年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 幸
こう

龍
りゅう

丸、４.９トン  

ＦＯ３－３２７６０（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９８ｍ（Lr）×２.７８ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成５年１０月１２日 

第２６０－３１８２０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６２年１２月３日 

免許証交付日 平成２６年５月２９日 

         （平成３２年５月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室給気ファン、主機計装配線、電気配線及び防音用ゴム板の焼

損、過給機ブロワ側ケーシングに亀裂 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、長洲港北西方

沖を主機回転数毎分１,７００で南進中、平成２６年９月３０日０５

時４０分ごろ主機回転数が低下したので、操縦レバーを中立にして機

関室を見たところ、過給機の吸入口付近から黒煙が出ていたので、主

機を停止して釣り客を船首に避難させた。 

 本船は、船長が、海上保安庁に火災発生の連絡をした後、海水ポン

プを始動して消火作業を開始し、０５時４４分ごろ海水ポンプが停止

したが、自動拡散型粉末消火器（消火薬剤量０.８kg、有効鎮火容積

４ｍ３）が作動して鎮火した。 

本船は、来援した僚船に右舷側を横抱きにされ、０８時０６分ごろ

三池港に帰った。 
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本船は、入港後、機関室内の点検を行ったところ、‘機関室天井の

耐火材の取付けボルトにナット留めされていた防音用のゴム板’（以

下「本件ゴム板」という。）、電気配線、主機計装配線及び給気ファン

の焼損及び過給機ブロワ側ケーシングの亀裂が判明した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 その他の事項 本船は、本件ゴム板（発火点３５０℃）の船尾側の取付けナットが

外れ、約２０cm 下方にあった過給機の上に垂れ下がって焼損していた

ほか、天井に敷設された電気配線の一部が焼損して導線が露出した状

態で主機の上に垂れ下がっていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真 1 過給機周辺の状況  

本船は、機関室の船尾側中央より左舷上部に自動拡散型粉末消火器

が１本設置され、同消火器の噴霧口が約１ｍ離れた過給機に直接向い

た状態であり、過給機との間に消火薬剤の噴霧の障害になるものが何

もなかった。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 自動拡散型粉末消火器の設置状況 

本船は、航行中の主機排気温度が約５００℃であった。 

本船は、船長が平成２２年１２月に購入した際、本件ゴム板は取り

付けられていた。 

本船は、火災警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

なし 

あり 

約２０cm 

約２０cm 約２０cm 

電気配線及び主機計装

配線止め金具 

本件ゴム板が取り付け

られていた耐火板 

過給機タービン側ケー

シング 
船尾側 

約２０cm 

本件ゴム板取付けボルト 

船首側 

自動拡散型粉末消火器 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、長洲港北西方沖を南進中、本件ゴム板の船尾側の取付けナ

ットが経年による機関室の振動で外れ、本件ゴム板の船尾側が過給機

の上に垂れ下がったことから、本件ゴム板の船尾側が過給機のケーシ

ング越しに主機の排気ガスで熱せられて発火し、付近の電気配線等に

延焼したものと考えられる。 

 本船は、機関室が密閉された空間であり、機関室には給気ファンか

ら空気が供給されていたが、延焼により、給気ファンの翼が溶けて空

気の供給量が減少し、更に、電気配線が焼損して短絡したので、ブレ

ーカが落ちて給気ファンが停止し、空気の供給がなくなったことか

ら、延焼が拡大しなかった可能性があると考えられる。 

本船は、機関室の容積が約１０ｍ3 あり、自動拡散型粉末消火器の

有効鎮火容積が約４ｍ3 であったが、同消火器の噴霧口が過給機に直

接向いた状態であり、更に、主機が停止して過給機が消火薬剤を吸引

しない状態だったことから、消火薬剤が出火場所に効果的に噴霧され

て鎮火した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、長洲港北西方沖を南進中、本件ゴム板の船尾側

の取付けナットが経年による機関室の振動で外れ、本件ゴム板の船尾

側が主機過給機の上に垂れ下がったため、本件ゴム板の船尾側が過給

機のケーシング越しに主機の排気ガスで熱せられて発火し、付近の電

気配線等に延焼したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

・ワイヤレス火災警報装置の子器を機関室に、親器を操舵室に取り

付けた。 

・粉末消火器を操舵室に設置した。 

・遠隔温度計のセンサを機関室に、表示器を操舵室の操縦台に取り

付けた。 

（写真３～写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 機関室の火災警報装置  写真４ 操舵室の火災警報装置 

    （子器）            （親器） 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

写真５ 操舵室の粉末消火器   写真６ 機関室遠隔温度計 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・機関室火災では、空気の供給を停止し、密閉消火を行うこと。 

・消火器を使用する際は、過給機が消火薬剤を吸い込まないように

主機を停止すること。 

 ・無人の機関室には、自動拡散型粉末消火器等を設置すること。 

 ・無人の機関室火災を早く探知するため、火災警報装置を設置する

ことが望ましい。 

 



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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